
第２８回「千里浜ちびっこ駅伝」募集要項 
 

               

１ 主  催  千里浜ちびっこ駅伝実行委員会 

 

２ 競技主管  羽咋市陸上競技協会、宝達志水町陸上競技協会 

 

３ 共  催  羽咋市、宝達志水町 

        羽咋市商工会、宝達志水町商工会 

羽咋市観光協会、宝達志水町観光協会、中能登町観光協会          

         羽咋ラインズクラブ、羽咋ロータリークラブ、 

千里浜町会、千里浜まちづくり協議会、北陸放送㈱ 

 

４ 後  援  石川県、石川県教育委員会、志賀町観光協会、能登半島広域観光協会 

         羽咋市教育委員会、宝達志水町教育委員会 

         羽咋市体育協会、宝達志水町体育協会 

北國新聞社、北陸中日新聞社、読売新聞社 

能越ケーブルネット㈱ 

 

５ 協  力  羽咋警察署、羽咋郡市広域圏事務組合、羽咋郡市交通安全協会連合会 

         羽咋市交通安全協会、宝達志水町交通安全協会 

         羽咋市街頭交通推進隊、宝達志水町街頭交通推進隊 

         公益社団法人羽咋青年会議所、羽咋市商工会青年部、中能登町商工会青年部 

         羽咋市商工会女性部、羽咋市観光協会おかみさんの会、千里浜町壮年団、 
羽咋市立羽咋中学校陸上部 

 

６ 協  賛  各社予定 

 

７ 日  時  平成２７年６月２１日（日） 〔雨天決行〕 

         開会 午前９時３０分  閉会 午後２時００分（予定） 

 

８ 会  場  石川県・千里浜なぎさドライブウェイ（羽咋市、宝達志水町） 

          集合：千里浜レストハウス下北側 大会本部（変更の場合あり） 

 

９ 競技規則  日本陸上競技連盟の駅伝規則に準拠する 

 

１０ 競技方法  参加チームを主催者責任の下に、折り返し約１０.３㎞を６区間６人で継走する。。 

 

１１ 参加対象  小学校４・５・６年生の健康で完走できる者（男女は問わない） 

         １チームは選手６名及び交替要員２名以内で編成、成年の監督及び引率者が必要 

 

１２ 参加予定  １００チーム（予定） 

 

１３ 参 加 費  １チームにつき５,０００円（参加者全員の傷害保険料を含む） 

         納付は、現金を事務局へ持参するか、同封の払込票（青色）で次の指定口座へ振り

込む。 

         大会当日での支払いは、混雑回避のため受け付けない。 

※郵便口座/００７８０－９－７５７８５ 
加 入 者/千里浜ちびっこ駅伝実行委員会 

【裏面へ続く】 
 

 



 
 
 
 
１４ 日  程  選手受付    午前 ８時００分～８時３０分 
         監督会議       ９時００分 
         開会式        ９時３０分 
         スタート      １０時３０分 
         表彰式     午後 １時３０分（予定） 
         閉会         ２時００分（予定）              
 

１５ 表  彰  総合優勝（石川県知事杯を贈呈）、飛び賞（総合順位基準） 

         第１位～第６位（賞状、賞品を贈呈） 

 

１６ 申込方法  参加申込書に参加費を添えて申し込む（事前に健康診断を受けること）。 

 

１７ 申 込 先  〒９２５－８５０１ 羽咋市旭町ア２００番地 

         羽咋市観光協会内「千里浜ちびっこ駅伝事務局」宛 

          電話．０７６７－２２－５３３３  ＦＡＸ．０７６７－２２－８３３５ 

 

１８ 締 切 日  平成２７年５月２５日（月）※厳守してください※ 

 ※当日消印郵便及び参加費当日振込は有効 

◇注意事項◇          

大会当日の参加費受付は致しません。事前のお支払いをお願いいたします。 

 

１９ そ の 他  ■登録選手の走行区間の入替は不可。登録済み交替選手との入替のみ可。 

          ■天候やコース状況により、競技内容を変更する場合もあります。 

■ナンバーカード（ゼッケン）は、主催者が準備します。 

          ■タスキは各団体でご準備ください（目安／長さ 140㎝、幅 6㎝、素材・色自由）。 

         ■参加選手には事前の健康チェックを行い、万全の体制で臨んでください。 

          ■大会中のケガは早急に係員に連絡のこと。応急処置以後の責任は負いません。 

 

※海岸の浸食により、競技コース及び一般車両の通行帯の確保が困難になっています。 

車両での伴走は道路交通法に抵触する場合がある他、選手、及び競技に関係のない一般車

両にとって非常に危険です。 

※車両での伴走と認められる行為を行った場合、そのチームは失格となる場合があります。 

 

 

 
☆お知らせ☆ 

海岸の状態により、以下の点について変更させていただく場合があります。 

① スタート・ゴール及び、本部テントの配置の変更 

② ①に伴う走行コースの変更 

③ ①に伴う各中継点の位置の移動と１区間の距離の変更 

尚、これらの変更があった場合、各チームには直前の「事務連絡書」にてご案内させていただきま

す。 

何卒、ご了承いただきますようお願いいたします。        千里浜ちびっ子駅伝実行委員会 


